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指定地域密着型サービス事業所の指定更新について  

 

１  指定更新に関する運営協議会の役割  

  市区町村の長は地域密着型サービス事業所の指定更新に当たり、あ

らかじめ被保険者等の意見を反映させるための必要な措置を講じるよ

う努める必要があります。  

  そこで、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため設置され

る運営協議会（委員会）において意見を求め、質の確保や運営評価等

の必要事項を協議することにより、必要な措置を講じることとしてい

ます。  

   

２  地域密着型サービスについて  

  地域密着型サービスは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、

可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるようにするた

め、身近な市区町村で提供されるサービスです。  

  事業者はその特性を活かし、地域に沿ったサービスを提供すること

で、被保険者のニーズにきめ細かく応えることができると期待されて

います。  

当該サービスは、提供市区町村の長による事業所指定を受けること

で、当該事業所を利用する被保険者に対する保険給付を受けることが

でき、また指定基準に沿って運営がされているか定期的に確認するた

め、指定の効力に６年間の期限が設けられています。  

そのため、指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を

継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必

要があります。  

  

３  指定の更新にあたって実施する運営指導について  

  本市では、指定更新前に運営指導を実施しています。本市運営指導

では、法令等によって定められた介護報酬及び人員、設備、運営に関

する基準に従って運営されているか、事業者と確認しつつ、サービス

の質の確保及び適正化を図るものです。  

 

 

資料５  
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４  申請内容  

 ①グループホーム  ガーデンコート南流山  

事
業
所 

 

名称  グループホーム  ガーデンコート南流山  

所在地  千葉県流山市南流山１０－２８－９  

指定更新年月日  

令和８年４月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映し、指

定更新手続きを進めます。）  

指定を受ける  

サービス  

(介護予防 )認知症対応型共同生活介護  

認知症（急性を除く）の高齢者に対して、

共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民

との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介

護などの日常生活上の世話と機能訓練を行

い、能力に応じ自立した日常生活を営める

ようにするもの。  

申

請

者 

名称  株式会社ヘルシーサービス  

事務所所在地  
千葉県千葉市美浜区中瀬１－３  幕張テク

ノガーデンＤ棟１４階  

代表者職氏名  代表取締役  高野健治  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

計画作成担当者  ２名（常勤２名）  

介護職員  
１０名 (常勤４名、非常勤６名 )ユニット１  
１３名 (常勤６名、非常勤７名 )ユニット２  

主
な
掲
示
事
項 

居室数 １８室（うち個室１８室） 

利用定員  １８名(１ユニット当たり９人の２ユニット) 

利用料  介護報酬告示上の額の１割～３割  

その他の費用  特になし  

通常事業実施地域  流山市  
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運営指導結果について  

実地指導  

結果概要  
重大な基準違反なし。  

指導実施日  令和７年５月２９日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人 員
基 準  

特になし  
 

設 備
基 準  

特になし  

運 営
基 準  

・協力医療機関の協定書が指導時確認できなかったた

め協定書の写しを届け出ること。  

・重要事項説明書に記載のある基本料金において令和

６年の報酬改定が反映していないため正しく修正する

こと。  

・運営規定において記載された職員数が重要事項説明

書の記載内容と相違しているため整合性を確認するこ

と。  
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②秋桜ヴィレッジ南流山訪問介護事業所  

事
業
所 

 

名称  秋桜ヴィレッジ南流山訪問介護事業所  

所在地  
流山市南流山６－８－１５  

(令和７年１０月 1 日移転 ) 

指定更新年月日  

令和８年４月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映

し、指定更新手続きを進めます。）  

指定を受ける  

サービス  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

訪問介護と訪問看護が連携を取って、

１日に複数回の「短時間の定期訪問」と、

通報などによる「随時の対応」を２４時

間対応で行うもの。  

申

請

者 

名称  株式会社マザーライク  

事務所所在地  千葉県松戸市栄町西３－１０４５  

代表者職氏名  代表取締役  三田達也  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

オペレーター  １３名（常勤９名、非常勤４名）  

訪問  

介護員等  

定期巡回  ２６名（常勤５名、非常勤２１名）  

随時訪問  １５名（常勤９名、非常勤６名）  

計画作成担当者  ６名 (常勤６名 ) 

看護師等  契約により指定訪問看護事業者と連携  

主
な
掲
示
事
項 

営業日・時間  ２４時間３６５日  

利用料  介護報酬告示上の額の１割～３割  

その他の費用  とくに無し  

通常事業実施地域 流山市南部圏域、東部圏域  
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運営指導結果について  

運営指導  

結果概要  
重大な基準違反なし。  

指 導 実 施 日 令和７年６月１２日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人 員
基 準  

特になし  

設 備
基 準  

特になし  

運 営
基 準  

・重要事項説明書の記載において行政機関の表記およ

び単位数に誤りがあったため修正すること。  

・連携先訪問看護事業所において契約書の確認できな

かった事業所については契約関係を確認して報告する

こと。  

・個人情報の同意において、利用者の家族からの同意

も得ること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

③特別養護老人ホーム春の苑  

 

事
業
所 

 

名        称  特別養護老人ホーム春の苑  

所    在    地  流山市東深井５１８－１  

指 定 更 新 年 月 日 

令和８年４月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映

し、指定更新手続きを進めます。）  

指定を受けるサービス  

地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型） 

定 員 が ２ ９ 名 以 下 の 小 規 模 な 介 護 老

人福祉施設です。常時介護が必要で居宅

での生活が困難な方が入所して、日常生

活上の支援や介護が受けられます。  

申

請

者 

名 称 社会福祉法人あかぎ万葉  

主たる事務所所在地 千葉県流山市東深井５２０－１  

代 表 者 職 氏 名 理事長  中  登  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

生活相談員  １名（常勤１名）  

介護支援専門員  １名（常勤１名）  

看護職員  ７名（常勤３名、非常勤４名）  

機能訓練指導員  １名（非常勤１名）  

介護職員  １６名（常勤１３名、非常勤３名）  

栄養士  １名（常勤）  

医師  １名（非常勤）  

主
な
掲
示
事
項 

利 用 定 員 ２９名  

利 用 料 介護報酬告示上の額の１割～３割  

そ の 他 の 費 用 
居住費、食費  

その他日常生活費  
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運営指導について  

運営指導  

結果概要  
重大な基準違反なし。  

指 導 実 施 日 令和７年６月１９日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人 員
基 準  特になし  

設 備
基 準  特になし  

運 営
基 準  

・勤務形態一覧表とタイムカード上の勤務時間の整合性が

合わない日があったため確認すること。  

・介護保険被保険者証に、入退所の年月日、介護保険施

設の種類及び名称を記載すること。   
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④流山市北部地域包括支援センター  

事
業
所 

 

名 称 流山市北部地域包括支援センター  

所 在 地 千葉県流山市江戸川台東２－１９  

指定更新年月日 

令和８年４月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映し、

指定更新手続きを進めます。）  

指 定 を 受 け る 

サ ー ビ ス 

介護予防支援  

要支援１または２の認定を受けた方が、自

宅で介護予防のためのサービスを適切に利用

できるよう、ケアプランの作成やサービス事

業所との連絡・調整等を行うもの。  

申

請

者 

名 称 医療法人社団曙会  

事 務 所 所 在 地 千葉県流山市東初石２ -１３２ -２  

代 表 者 職 氏 名 理事長  国吉  昇  

人
員 

管 理 者 １名（常勤１名）  

担 当 職 員 ５名（常勤５名）  

主
な
掲
示
事
項 

営 業 日 

営 業 時 間 

月曜日～土曜日（12/29～1/3 を除く） 

営業時間：月～金 ８：３０～１７：００ 

土   ８：３０～１２：００ 

利 用 定 員 なし 

利 用 料 介護報酬告示上の額の１割～３割  

そ の 他 の 費 用 特になし  

通常事業実施地域 流山市北部圏域  
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運営指導結果について  

実地指導  

結果概要  
重大な基準違反なし。  

指導実施日  令和７年６月２６日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人 員
基 準  

特になし  

設 備
基 準  

特になし  

運 営
基 準  

・報酬改定の際に変更した重要事項説明書の同意日が

改定後の日付になっていたため適切な日付で同意を得

ること。  

・個人情報の同意において、利用者の家族からの同意

も得ること。  
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⑤デイサービスののしたのうえ  

事
業
所 

 

名称  デイサービスののしたのうえ  

所在地  流山市野々下６－６５７－１３  ３階  

指定更新年月日  

令和８年５月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映し、

指定更新手続きを進めます。）  

指定を受ける  

サービス  

地域密着型通所介護  

利用定員１８人以下の小規模のデイサービ

スセンターに通い、日帰りで食事、入浴、そ

の他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓

練等を提供するもの。  

申

請

者 

名称  有限会社秋元ケアーステーション  

事務所所在地  千葉県流山市野々下６ -６５７ -１３  

代表者職氏名  代表取締役  秋元  節子  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

生活相談員  ２名（常勤１名、非常勤１名）  

機能訓練指導員  ４名（常勤２名、非常勤２名）  

介護職員  ３名（常勤２名、非常勤１名）  

主
な
掲
示
事
項 

営業日  

営業時間  

月曜日～土曜日 

営業時間      ８：４５～１８：００ 

サービス提供時間  ９：１５～１２：３０ 

          １３：４５～１７：００ 

利用定員  午前、午後の二部制とし各１０名以内 

利用料  介護報酬告示上の額の１割～３割  

その他の費用  
リハビリパンツ代（適時１００円）  

お茶・おやつ代（通所毎５０円）  

通常事業実施地域 流山市  

  



11 

 

運営指導結果について  

運営指導  

結果概要  
重大な基準違反はなし。  

指 導 実 施 日 令和７年７月３１日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人 員
基 準  

特になし  

設 備
基 準  

特になし  

運 営
基 準  

・重要事項説明書の同意の際は、同意日も記載するこ

と。  

・個人情報の同意において、利用者の家族からの同意

も得ること。  
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 ⑥小規模多機能ホームほのぼのかん  

事
業
所 

 

名称  小規模多機能ホームほのぼのかん  

所在地  千葉県流山市大畔５３７  

指定年月日  

令和８年５月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映し、

指定更新手続きを進めます。）  

指定を受ける  

サービス  

（介護予防）小規模多機能型居宅介護  

指定小規模多機能型居宅介護は、通いを

中心として、利用者の様態や希望に応じて、

随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを

提供することにより、利用者の居宅におけ

る生活の継続を支援するもの。  

申

請

者 

名称  特定非営利活動法人まごころネットワーク  

事務所所在地  千葉県流山市大畔５３７  

代表者職氏名  理事長  吉田  栄子  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

介護支援専門員  １名（常勤１名）  

介護職員  ４名（常勤２名、非常勤２名）  

看護職員  ２名（非常勤２名）  

主
な
掲
示
事
項 

営業日 ３６５日 

営業時間 ２４時間 

登録定員 ２４名 

通いサービスの  

利用定員  
１２名 

宿泊サービスの  

利用定員  
４名  

利用料  法定代理受領分（１割から３割負担分）  

食事の提供に要す

る費用  

朝食代３５０円、昼食代７００円（おやつ

台含む）  

夕食代５５０円  

宿泊に要する費用  一泊２，５００円  

通常事業実施地域  流山市  
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運営指導結果について  

運営指導  

結果概要  
重大な基準違反はなし。  

指 導 実 施 日 令和７年８月２８日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人 員
基 準  

特になし  

設 備
基 準  

特になし  

運 営
基 準  

・重要事項説明書は事業所に掲示をするとともに、自

社のホームページまたは、介護サービス情報公表シス

テムのウェブ上に掲載すること。  

 

 


